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福島県立テクノアカデミー郡山校長 

 

１ 目的 

  本業務委託は、地方自治法第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、福島県立 

テクノアカデミー郡山学生寮における安全・安心で良質な給食の継続的な提供を図る 

ため、給食業務の企画提案を募集し、最も優れた企画提案者を選定のうえ、随意契約 

により委託契約を締結するものである。 

 

２ 業務委託者 

  福島県 

 

３ 業務委託内容 

  食材費は、原則として朝食３７０円、昼食３５０円、夕食５００円（いずれも税込） 

とする。その他、別記「委託契約書」及び「業務委託仕様書」のとおりとする。 

 

４ 応募資格 

 (1) 給食業務の実施にあたり、法定の諸手続を適正に行っている者であること。 

 (2) ５０名程度の学生寮等の給食業務を実施した実績があること。 

 (3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手続開始の申立てを 

した者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号） 

の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者でないこ 

と。 

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３ 

２条第１項各号に該当しない者であること。 

 

５ 応募受付 

 (1) 応募期限 令和６年３月２２日（金）１７時必着（郵送又は持参） 

 (2) 応募書類 

   以下の応募書類を各４部提出すること。 

  ア テクノアカデミー郡山学生寮給食業務委託提案書（表紙） 

  イ 会社概要（様式１） 

  ウ 給食業務内容（様式２） 

  エ 給食内容（様式３） 

  オ 費用見積書（様式４－１～２） 

 (3) 提出場所 

    郵便番号 963-8816 福島県郡山市上野山５ 

    福島県立テクノアカデミー郡山 総務学生課 

    電話番号 ０２４－９４４－１６６３ 

 

６ 受託者の選定 

 (1) 選定方法 

  ア 別記「評価表」及び「学生寮給食業務提案書評価のポイント」に基づき、公募 

により提出された提案書等の審査及び試食を行い、最高得点１者を決定する。 

 なお、試食にあたっては、委託者から日時等を別途指示するので、当日は昼食 

を想定した主菜及び小鉢をそれぞれ４人分準備すること。 

 また、試食を実施する際には、委託者側で家庭用電子レンジを２台準備する。 



  イ 選定された応募者１者に見積提出を依頼し、見積金額が予定価格の制限範囲内で

あった場合に、契約相手方として決定する。 

    なお、最高得点の応募者が契約締結を行わなかった場合は、次順位の応募者を選

定業者に繰り上げることができるものとする。 

  ウ 最高得点の応募者が複数の場合は、本業務に関係しない本校職員にくじを引かせ

１位を決定する。     

 (2) 審査結果 

   審査結果については、応募があった全ての者に通知する。 

   なお、審査の結果は公表する。 

 

７ 委託契約 

  県は「６」の審査により決定した応募者と、別記委託契約書のとおり委託契約を締 

結する。 

 

８ 契約保証金 

 (1) 受託業者は、契約金額の１００分の５以上の契約保証金を納付しなければならな 

い。 

   なお、契約保証金の納付は、福島県財務規則第２２８条第２項の規定による担保 

の提供をもって代えることができ、福島県財務規則第２２９条第１項各号の規定の 

いずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 (2) 契約保証金の減免については、受託業者に別途通知する。 

 

９ 委託料の支払 

  契約金額を各月毎に１２等分し、各月の業務が終了し、適法な請求書を受理した日 

から３０日以内に支払うものとする。 

 

10 その他 

 (1) 提案の基礎となる業務委託料見込額は、年額６，６００，０００円（消費税及び 

地方消費税を含む）とする。 

 (2) 応募にあたっての費用は、応募者の負担とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


